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第４５号議案 

 
 
 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すま

での間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のように定める。 

 
平成２３年９月６日提出 

 
 
 
                        芦屋市長 山 中  健    

 
 
 
 
提案理由 

 
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すま

での間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の

制定に伴い，関係条例の規定を整理するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 
 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 
 （芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 
第１条 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和

４２年芦屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 
 第１０条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に，「同条第６項」

を「同条第７項」に改める。 

 
 （芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 
第２条 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を次のように改正する。 

  
  第１０条の２第２号中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に改める。  

 
（芦屋市留守家庭児童会条例の一部改正） 

第３条 芦屋市留守家庭児童会条例（平成１５年芦屋市条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

 
  第１条中「第６条の２第２項」を「第６条の３第２項」に改める。 

 
 （芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第４条 芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例（平成１

８年芦屋市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 
  第３条第１号中「第５条第６項」を「第５条第７項」に改め，同条第２号中「第

５条第８項」を「第５条第９項」に改める。 
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  第７条第１項第１号中「又は第４項」を削る。 

 
 （芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第５条 芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を

次のように改正する。 

 
  第３条第２号中「第５条第９項」を「第５条第８項」に改める。 

 
（芦屋市立児童デイサービスセンターすくすく学級の設置及び管理に関する条例

の一部改正） 
第６条 芦屋市立児童デイサービスセンターすくすく学級の設置及び管理に関する条

例（平成２３年芦屋市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  
  第３条第１号中「第５条第７項」を「第５条第８項」に改める。 

 
 （芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 
第７条 芦屋市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年芦屋市条例第２４号）の一

部を次のように改正する。 

 
 第９条の２第１項第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に，「同条第

６項」を「同条第７項」に改める。 

 
 （芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 
第８条 芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

 
  第９条の２第１項第２号中「第５条第１３項」を「第５条第１２項」に改める。  

 
 

附 則 

 
 この条例は，公布の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障
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害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号）附則第１条第３号に定める日の

いずれか遅い日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条及び第８条の規定は，

平成２４年４月１日から施行する。 
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 参 照 

 

 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例要綱 

 
１ 制定の趣旨 
  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す

までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する

法律の制定に伴い，関係条例の規定を整理するため，この条例を制定しようとする

もの。 

 
２ 制定の内容 
(1)  次の表に掲げる条例で引用する障害者自立支援法の条項を改める。 

（第１条，第４条，第６条及び第７条関係） 

障害者自立支援法の引用条項 
改正条例 

改正案 現行 

第５条第７項 第５条第６項 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例 

芦屋市消防団員等公務災害補償条例 

第５条第１３項 第５条第１２項 

第５条第７項 第５条第６項 

第５条第９項 第５条第８項 

芦屋市立みどり地域生活支援センターの設

置及び管理に関する条例 
削る 第２９条第４項 

芦屋市立児童デイサービスセンターすくす

く学級の設置及び管理に関する条例 
第５条第８項 第５条第７項 

 

 

(2)  次の表に掲げる条例で引用する障害者自立支援法の条項を改める。 

（第２条，第５条及び第８条関係） 

障害者自立支援法の引用条項 
改正条例 

改正案 (1)による改正後

芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例 

芦屋市消防団員等公務災害補償条例 

第５条第１２項 第５条第１３項 

芦屋市立みどり地域生活支援センターの設

置及び管理に関する条例 
第５条第８項 第５条第９項 
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(3) 次の表に掲げる条例で引用する児童福祉法の条項を改める。（第３条関係） 

児童福祉法の引用条項 
改正条例 

改正案 現行 

芦屋市留守家庭児童会条例 第６条の３第２項 第６条の２第２項

 

３ 施行期日 

公布の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律附則第１条第３号に定める日のいずれか遅い日。ただし，上記２

(2) 及び(3)については，平成２４年４月１日 

 
 

 


